






調査目的 

厚生省児童家庭局長通知:児発第 413 号「妊娠中毒症等にり患している妊産婦に対する療養

の援護について」は以下のごとき要綱で実施されている。 

妊娠中毒症等療養援護費支給要綱 

1.目的 

妊娠中毒症等の妊娠中の疾病は,妊産婦死亡や周産期死亡の原因になるばかりではなく,胎

児の発育を防げ未熟児や心身障害の発生原因となる等出生児に対する影響も著しく,また,

分娩後も産婦に後遺症を残すことがあるので,早期に適切な医療を施すことが必要である。 

このため妊娠中毒症等にり患している妊婦に対し,必要な援護を行い,早期に適切な療養を

受けることを容易ならしめ,症状の重症化を防ぐことにより,妊産婦の死亡,後障害等を防

ぎ併せて未熟児及び心身障害の発生の防止を図ることを目的とする。 

2.事業の内容 

妊娠中毒症等にり患している妊産婦が必要な医療を受けるため入院した場合,その療養に

要する費用の一部を支給(以下「援護費の支給」という。)するものとする。 

3,実施主体 

事業の実施主体は,都道府県及び政令市(特別区を含む。以下同じ。)とする。 

4.支給対象疾病(表 1)援護費の支給の対象疾病は,妊娠中毒症,糖尿病,貧血,産科出血及び

心疾患とする。 

5.支給対象者 

援護費の支給対象者は,第4に掲げる対象疾病にり患している妊産婦(妊娠中又は出産後10

日以内の女子をいう。以下同じ。)であって母体又は胎児の保護のため医療機関へ入院して

必要な医療を受けたものであり,かつ,その入院の期間が 7 日以上のものとする。ただし,

当該妊産婦が健康保険法,日雇労働者健康保険法,船員保険法,国家公務員共済組合法,公共

企業体職員等共済組合法,地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の

規定による被保険者若しくは組合員,前年分の所得税課税額の月平均が 401 円以上の世帯

に属する者又は児童福祉法第 22 条の規定による助産施設への入所措置を受けた者である



ときは,支給対象者としないものとする。 

6.支給基準 

(1)援護費の支給額は,当該妊産婦の属する世帯の前年分の所得に応じて,別表の援護費支

給基準額表に定める額により算定した額(その額が当該妊産婦に係る医療費のうち自己負

担すべき額を超えるときは,当該自己負担すべき額に相当する額)とする。ただし,入院期間

が 2旧を超える場合にあっては,21 日を限度として支給額を算定するものとする。 

(2)別表に定める妊産婦の属する世帯の階層区分の認定については,当該妊産婦,その配偶

者及び扶養義務者の所得によることとし,その取扱いは「養育医療の給付等に要する費用の

徴収又は支払命令について」(昭和 36 年 4 月 27 日児発第 469 号児童局長通知。以下「児発

第 469 号通知」という。)に準じて行うものとする。 

7.援護費の支給の申請 

(1)支給対象者が援護費の支給を受けようとするときは別紙様式 1(又は様式 1の 2)による

妊娠中毒症等療養援護費支給申請書に,別紙様式 2による妊娠中毒症等療養証明書,児発第

469 号通知に定める世帯調書及びその関係証明書並びに母子健康手帳を添えて,当該妊産

婦の居住地を管轄する保健所を経て,都道府県知事(保健所を設置する市にあっては,市長

とする。以下同じ。)に申請するものとする。 

なお,当該妊産婦が死亡し,又は引き続き入院している場合は,生計を同じくしていた配偶

者又は親族において申請できるものとする。 

(2)前項の申請書を受理した保健所長は,母子健康手帳を審査のうえ,これを当該申請者に

返還するとともに,意見を付して,速やかに都道府県知事に進達しなければならない。 

(3)援護費の支給申請は,当該妊産婦の入院による'医療が終了した日以後30日以内に,第1

項に規定する手続に従い行うものとする。ただし,入院期間が 21 日を超える場合にあって

は,入院した日から起算して 22 日目以後 30 日以内に申請を行うものとする。 

8.援護費の支給 

(1)都道府県知事は,保健所長から進達があったときは,速やかに援護費を支給するか否か

を決定し,当該保健所長に通知するものとする。 

なお,援護費の支給を決定した場合は,都道府県知事は申請者に対しその旨通知するととも

に,すみやかに援護費を支給するものとする。 

(2)援護費の支給を行わないことに決定したときは,その理由を明らかにして,申請書を経

由した保健所長及び申請者に対し速やかに通知するものとする。 



9.周知の徹底 

本事業の実施に当たっては,医療機関はもとより,福祉事務所等の関係機関,母子保健推進

員等に対し,その趣旨の徹底を図るほか積極的な協力を求めるとともに,地域住民に対して

も周知徹底を図るものとする。 

10.経費の補助 

本事業に要する経費は,都道府県及び政令市の支弁とし,国は予算の範囲内において,別に

定めるところにより補助するものとする。 

本調査ではこの通知に関して,種々の問題点が指摘されているので,その現況についてアン

ケート調査を行った。 


